
広
島
県
告
示
第
三
百
九
十
七
号 

 
令
和
六
年
度
に
お
け
る
広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
条
例
第
三
十
六
号
）
別
表

第
二
備
考
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
日
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

な
お
、
令
和
五
年
広
島
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号
（
広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
別
表
第
二
備
考
に
規
定

す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
日
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 
 

 

令
和
六
年
四
月
三
十
日
か
ら
同
年
五
月
二
日
ま
で
、
同
年
八
月
十
三
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で
及
び
同
年

十
一
月
二
十
二
日
並
び
に
令
和
七
年
一
月
二
日
、
同
月
三
日
及
び
同
年
三
月
二
十
一
日 




